
 
 
 
 

 
 

入 札 説 明 書 
 
 
 
 
 

調達件名 

 

新潟市立学校で使用する電力の供給（松浜小学校 外51校） 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

新潟市教育委員会学務課 



この入札説明書は，政府調達に関する協定（平成7年条約第23号），地方自治法（昭和22
年法律第67号），地方自治法施行令（昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。），

地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令（平成7年政令第372号），

新潟市契約規則（昭和59年新潟市規則第24号。以下「規則」という。），新潟市物品等又

は特定役務の調達手続の特例を定める規則（平成19年新潟市規則第88号。以下「特例規則」

という。），本件の調達に係る入札公告（以下「入札公告」という。）のほか，本市が発

注する調達契約に関し，一般競争に参加しようとする者（以下「入札参加者」という。）

が熟知し，かつ，遵守しなければならない一般的事項を明らかにするものである。  
 
 

１ 競争入札に付する事項  
(1) 件名及び数量  

件 名 校数 

予定 
契約電力 
（kW/月） 

予定 
使用電力量 
R8.7～R9.3 
（kWh） 

予定 
使用電力量 
R9.4～R9.6 
（kWh）  

新潟市立学校で使用する電力の供給  
 （松浜小学校  外 51 校） 52 5,881 6,781,000 1,906,900 

 
(2) 供給内容等 

別添「電力供給条件仕様書」のとおり  
(3) 履行場所  

新潟市立松浜小学校  外 51 校 
各学校の所在地は，「電力供給条件仕様書」別紙 1 のとおり  

(4) 契約期間  
     令和 8 年 7 月 1 日から令和 9 年 6 月 30 日まで(12 か月) 
    なお，本件は，地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 234 条の 3 の規定

による長期継続契約とする。  
(5) 入札保証金  

新潟市契約規則第10条第2項により免除する。   
 

２  入札に参加する者に必要な資格  
(1) 新潟市の競争入札参加資格者名簿（物品）に登載されている者であること。  
(2) 地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しない者であること。 
(3) 「新潟市電力の調達に係る環境配慮方針」の別表に示す配点により算定した評価

点の合計が70点以上であること。  
(4) 新潟市競争入札参加有資格業者指名停止等措置要領の規定に基づく指名停止措

置を受けていない者であること。  
(5) 新潟市競争入札参加有資格業者指名停止等措置要領での別表2の9（暴力的不法行

為）の適用に該当しない者であること。  
(6) 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法（平成23

年法律第108号）第34条第4項の規定に基づき，本入札の公告日の属する年度の前年

度の4月1日から本入札の開札日までの間に，同法第31条に規定する納付金が未納で



ある旨の公表がなされた者でないこと。  
(7) 本入札の公告日の属する年度の前年度の4月1日から本入札の開札日までの間に，

新潟市との電力契約における売買代金等の滞納がないこと。  
(8) 電気事業法（昭和39年法律第170号）第2条の2の規定に基づく小売電気事業の登

録を受けている者であること。  
(9) 令和6年4月1日以降に当該業務もしくはこれと同種の業務の実績を2つ以上有す

ること（契約履行中のものを含む），又は当該業務の履行が可能な者であること。な

お，同種の業務の実績とは，契約電力が3,000kW以上の実績のことを指す。  
(10) 事故発生時等に緊急対応可能な体制が整備されていること。  

 
３ スケジュール  

項 目  日 程  
公告  令和 8 年  4 月 8 日  （水）  
入札参加資格審査申請書受付  
(入札参加資格のない者のみ必要) 

令和 8 年  4 月 
4 月 

8 日  （水）から  
21 日（火）まで  

一般競争入札参加申請書受付  令和 8 年  
令和 8 年  

4 月 
4 月 

8 日  （水）から

28 日（火）まで  
質疑書受付  令和 8 年  4 月 

4 月 
8 日  （水）から  
20 日（月）まで  

質疑書への回答  令和 8 年  4 月 23 日（木）まで  
一般競争入札参加資格確認結果通知発送  令和 8 年  5 月 15 日（金）まで  
入札書郵送受付  令和 8 年  5 月 

5 月 
18 日（月）から  
25 日（月）まで  

入札・開札  令和 8 年  5 月 26 日（火）  
電力供給開始  令和 8 年  7 月 1 日（水）  

 
４ 問い合わせ・書類提出先  

    郵便番号 951－8554 
    新潟市中央区古町通7番町1010番地 古町ルフル4階 
    新潟市教育委員会学務課 

電 話  025－226－3172 
ＦＡＸ  025－226－0042 
電子メール gakumu@city.niigata.lg.jp 

 
５ 入札方法  

(1) 入札にあたっては，9 か月分の金額（初年度分）で入札に付する。 
入札参加者は，消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず ,

様式 6 の 2「契約単価兼積算内訳書」を用いて消費税及び地方消費税を含んだ単価

により見積もった年額合計の 110 分の 100 に相当する金額を入札書に記載すること。 
(2) 入札書に記載する金額は，契約単価兼積算内訳書に示した契約電力に対する基本

料金，予定使用電力量に対する電力量料金（7 月から 9 月を「夏季」，それ以外の月

を「その他季」とする）の各単価を設定し，同内訳書を用いて月別電気料金を算出

（1 円未満切り捨て）し，各月別電気料金を合計した年額合計に，110 分の 100 を

mailto:gakumu@city.niigata.lg.jp


乗じた額（1 円未満切り捨て）とする。  
(3) 各単価は，契約電力 1ｋＷ当たり又は使用電力量 1ｋＷｈ当たりの単価で，消費

税及び地方消費税を含むものとし，1 円未満の端数がある場合は小数点以下第 2 位

までとする。  
(4) 月額の基本料の算出には，標準力率との差により料金の割引及び割増を考慮でき

るものとすること。  
(5) 燃料費調整等は別途行うこととし，入札金額の算定にあたっては，燃料費調整，

電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に基づく賦

課金は考慮に入れないこと。  
(6) 入札金額算出の基になる契約単価兼積算内訳書は，入札書に同封し提出すること。 

 
６ 一般競争入札参加申請の提出，結果通知の発送 

(1) 本調達の入札に参加を希望する者は，様式1「一般競争入札参加申請書」，様式2
「電力調達契約評価項目等報告書」，様式3「安定供給確約書」，様式4「電力供給実

績一覧表」，及び会社概要（設立年月日，資本金，事業内容及び供給電源の所在地，

当該電源の出力（ｋＷ），電気の送電方法，その他契約上必要と認められる事項を

任意の書式により記載するもの。パンフレット可。）を，令和8年4月28日（火）午

後5時（必着）までに上記4の場所に，持参又は書留郵便により提出すること。なお，

持参の場合の受付時間は，市役所開庁日の午前8時30分から午後5時までとする。  
ただし，令和6年4月1日以降，新潟市立学校における電力供給を行ったことがある

者については，様式4「電力供給実績一覧表」の提出を不要とする。 
(2) 一般競争入札参加申請書は，入札を希望する件名ごとに作成すること。 なお，参

加申請書を複数提出する場合は，様式2，及び会社概要は1部でよいものとする。  
(3) 入札者は，提出された書類に関し説明を求められた場合は，これに応じるものと

する。  
(4) 一般競争入札参加資格確認結果通知は，令和8年5月15日（金）までに発送する。 
(5) 一般競争入札参加申請書の提出後に入札参加を辞退する場合は，様式8「入札辞退

届」を提出すること。 
 

 ７ 質疑の受付，回答 
(1) 仕様書等について疑義がある場合は，様式5「質疑書」を令和8年4月8日（水）か

ら令和8年4月20日（月）午後5時まで，上記4へファックス又は電子メールにより提

出すること。 
(2) 回答は令和8年4月23日（木）までに，提出者及び回答日時点で入札参加申請をし

た者にファックス又は電子メールで送付するほか，新潟市ホームページで公表する。 
 

８ 入札及び開札  
(1) 入札・開札日時及び場所  

ア  日時   令和8年5月26日（火）午前10時00分 
イ  場所   新潟市役所 ふるまち庁舎 3階 301会議室 

（新潟市中央区古町通7番町1010番地 古町ルフル4階） 
(2) 郵送による入札書の受領期間及び受領期限  

ア 受領期間 令和8年5月18日（月）から令和8年5月25日（月）まで  
イ 受領期限 令和8年5月25日（月）午後5時 必着 



ウ 提出先  上記4の場所へ提出すること。 
  エ 郵送方法 書留郵便に限る。 
(3) 入札参加者又はその代理人は，仕様書，契約書（案）を熟知の上，入札をしなけ

ればならない。 
(4) 入札参加者又はその代理人は，本件調達に係る入札について他の入札参加者の代

理人となることができない。  
(5) 入札会場には，入札参加者又はその代理人以外の者は入室することができない。

ただし，入札担当職員が特にやむを得ない事情があると認めた場合は，付添人を認

めることがある。  
(6) 入札参加者又はその代理人は，入札開始時刻後においては，入札室に入室するこ

とができない。  
(7) 入札参加者又はその代理人は，入札会場に入場しようとするときは，入札担当職

員に一般競争入札参加資格確認結果通知書の写し，並びに代理人をして入札させる

場合においては，入札権限に関する委任状を提出すること。 
(8) 入札参加者又はその代理人は，入札担当職員が特にやむを得ない事情があると認

めた場合のほか，入札会場を退室することはできない。  
(9) 入札参加者又はその代理人は，様式6「入札書」及び様式7「委任状」を使用する

こと。  
(10) 入札参加又はその代理人は，次の各号に掲げる事項を記載した入札書を提出しな

ければならない。  
ア  入札参加者の住所，会社（商店）名，入札者氏名及び押印（外国人にあっては，

署名をもって押印に代えることができる。以下同じ。） 
イ  代理人が入札する場合は，入札参加者の住所，会社（商店）名，受任者氏名（代

理人の氏名）及び押印 
ウ 入札金額 
エ 履行場所 
オ 件名，品質・規格，数量，単価及び金額 

(11) 入札書及び入札に係る文書に使用する言語は，日本語に限る。また，入札金額は，

日本国通貨による表示とすること。  
(12) 入札書と契約単価兼積算内訳書は同じ封書に入れ，かつ，その封皮に入札の日時，

件名，入札参加者の氏名（法人にあっては，その名称又は商号）を記載し，入札公告

に示した日時に入札すること。 
なお，郵便（書留郵便に限る）により入札する場合については二重封筒とし，外封

筒の表書きとして「入札書在中」と朱書き，入札書等の入った封筒と，一般競争入札

参加資格確認結果通知書の写しを外封筒に入れること。加入電信，電報，電話その他

の方法による入札は認めない。  
(13) 入札書等及び委任状は，ペン又はボ－ルペンを使用すること。鉛筆及び消せるボ

ールペンの使用は認めない。パソコン等により作成し，プリントアウトしたものも可。 
(14) 入札参加者又はその代理人は，入札書の記載事項を訂正する場合は，当該訂正部

分について押印しておくこと。ただし，入札金額の訂正は認めない。 
(15) 入札参加者又はその代理人は，その提出した入札書の引換え，変更，取消しをす

ることができない。  
(16) 不正の入札が行われるおそれがあると認めるとき，又は災害その他やむを得な

い理由が生じたときは，入札を中止し，又は入札期日を延期することがある。   



(17) 開札は，入札参加者又はその代理人が出席して行う。この場合において，入札参

加者又はその代理人が立ち会わないときは，当該入札執行事務に関係のない職員を

立ち会わせてこれを行う。 
(18) 開札した場合においては，入札参加者又はその代理人の入札のうち，予定価格の

制限に達した価格の入札がないときは，直ちに再度の入札を行う。ただし，郵送に

よる入札を行ったものがある場合において，直ちに再度の入札を行うことができな

い場合は，契約担当者が指定する日時において再度の入札を行う。なお，後記9の各

号に該当する無効入札をした者は，再入札に加わることができない。 
(19) 再入札は1回とし，落札者のない場合は施行令第167条の2第1項第8号の規定に

より最終入札において有効な入札を行った者のうち，最低金額を記載した入札参加

者と随意契約の交渉を行うことがある。なお，再入札にあたっては入札書のみでも

可能とし，入札後速やかに再入札の際の入札書の価格と同額の契約単価兼積算内訳

書を提出すること。 
 
９  入札の無効   

次の各号に該当する入札は，これを無効とする。  
(1) 入札公告に示した競争に参加する者に必要な資格のない者がした入札又は代理権

のない者がした入札。  
(2) 入札書の記載事項中入札金額又は入札者の氏名その他主要な事項が識別しがた

い入札  。  
(3) 入札者が 2 以上の入札（本人及びその代理人がした入札を合わせたものを含む。）

をした場合におけるその者の全部の入札  。  
(4) 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和22年法律第54号）等に抵

触する不正の行為によった入札。  
(5) 公正さを疑うに足りる相当な理由があると認められる入札。  
(6) 再度入札において初回の最低入札価格以上の価格で行った入札。   
(7) 入札公告等において示した入札書の受領期限までに到着しなかった入札。   
(8) その他入札に関する条件に違反した入札。 
(9) 上記(4)，(5)に該当する入札は，その入札の全部を無効とすることがある。  

 
10  落札者の決定方法 

(1) 有効な入札書を提示した者であって，予定価格の制限の範囲内で最低の価格をも

って申込みをした者を契約の相手方とする。  
(2) 落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは，直ちに当該入札者にく

じを引かせて落札者を決定する。この場合において，当該入札者のうち出席しない

者又はくじを引かない者があるときは，当該入札執行事務に関係のない職員にこれ

に代わってくじを引かせ，落札者を決定する。  
(3) 落札者を決定した場合において，落札者とされなかった入札者から請求があった

ときは，速やかに落札者を決定したこと，落札者の氏名及び住所，落札金額並びに

当該請求者が落札者とされなかった理由（当該請求を行った入札者の入札が無効と

された場合においては，無効とされた理由）を，当該請求を行った入札者に書面に

より通知するものとする。  
 
 



11  契約の停止等 
   本調達の契約に関し，政府調達に関する苦情処理の手続に基づく苦情申立があった

ときは，契約を停止し，又は解除することがある。  
 
12  契約保証金  

新潟市契約規則第３３条及び第３４条の規定による。 

なお，契約保証金の額は契約金額を１年間当たりの額に換算した金額の１００分の

１０以上の金額とする。 
 
13 契約書の作成  

(1) 競争入札を執行し，契約の相手方が決定したときは，落札決定の日から10日以内

の間に，別添「契約書（案）」に基づき当該契約を締結すること。ただし，特別の

事情があると認めるときは，契約の締結を延期できるものとする。 
(2) 契約書を作成する場合において，落札者が隔地にあるときは，まず，落札者が契

約書に記名押印し，これを契約担当に送付し，契約担当は当該契約書案の送付を受

けてこれに記名押印するものとする。  
(3) (2)の場合において契約担当が記名押印したときは，当該契約書の１通を落札者に

送付するものとする。  
(4) 契約書に使用する言語並びに通貨は，日本語及び日本国通貨に限るものとする。 
(5) 本契約は，入札の際に提出される契約単価兼積算内訳書に記載された単価に基づ

く単価契約とする。  
(6) 契約期間中における年間の実績使用量が予定量に達しない場合でも料金の精算

は行わない。  
(7) 契約担当が落札者とともに契約書に記名して押印しなければ本契約は確定しな

いものとする。  
(8) 落札者は，当該契約締結後速やかに次の内容を記した書類を提出すること。  

ア 緊急時の連絡体制及び作業体制表  
イ 当該契約の担当者名，組織図及び連絡先ならびに協議窓口の所在地  

 
14 契約条項  

別添「契約書（案）」による。 
 
 15 その他  

本件は，地方自治法（昭和22 年法律第67 号）第234 条の3 の規定による長期継続

契約であるため，本契約締結日の属する年度の翌年度以降において，歳入歳出予算の

当該金額について減額又は削除があった場合は，本契約を変更又は解除することがあ

る。 
 
16 入札参加資格審査申請  
   本調達の公告時に，新潟市の競争入札参加資格者名簿に登載されていない者で本調

達の入札に参加を希望する者は，政府調達（WTO）契約に係る物品入札参加資格審査

申請書を，令和8年4月21日（火）午後5時までに下記へ持参又は郵送（必着とし，書留

郵便に限る。）すること。 
なお，申請書類は新潟市ホームページから取得することができるほか，新潟市財務



部契約課で交付する。 
郵便番号951－8550 

  新潟市中央区学校町通1番町602番地1 
  新潟市財務部契約課物品契約係 

 電 話 025－226－2213 
ＦＡＸ  025－225－3500 
ホームページアドレス  
http://www.city.niigata.lg.jp/business/keiyaku/keiyaku_top/index.html 

 
 

http://www.city.niigata.lg.jp/business/keiyaku/keiyaku_top/index.html


（様式１） 
一般競争入札参加申請書 

 
令和   年   月   日 

（宛先）新潟市長 
（申請者） 

所在地 
                商号又は名称 
                代表者(役職・氏名)              （押印不要） 
                 

下記の入札に参加したいので，入札説明書に記載された入札参加申請者に必要とされる資格

等を確認するための書類を添えて申請します。 
 なお，入札公告に定める資格を有する者であること，添付書類の内容については事実と相違

ないことを誓約します。 
記 

公 告 年 月 日 令和８年４月８日 

公  告  番  号 新潟市契約公告第１７号 

件        名   

 

競争入札参加資格者 

名 簿 へ の 登 録 

□ 登録済  業者コード：           

□ 申請中  

添 付 書 類 

(１) 電力調達契約評価項目等報告書（様式２） 
(２) 安定供給確約書（様式３） 
(３) 電力供給実績一覧表（様式４） 
(４) 会社概要 

連絡先 

部署名  

担当者  

電 話  

F A X  

E-mail  

 
注１ 本申請書は入札に参加する案件ごとに提出すること。ただし，複数案件分提出する場合，

様式 2，会社概要は１部でよいものとする。 
注２ 会社概要は，設立年月日，資本金，事業内容及び供給電源の所在地，当該電源の出力(ｋｗ)，

電気の送電方法，その他契約上必要と認められる事項を任意の書式により作成すること。 
注３ 令和６年４月１日以降に，新潟市立学校における電力供給を行ったことがある電気事業者

については，添付書類(３) 電力供給実績一覧表の提出は不要とする。 
注４ 「競争入札参加資格者名簿への登録」が「申請中」の場合は，「政府調達（WTO）に係る業

務委託入札参加資格審査申請受付確認票」の写しを添付すること。 



（様式２） 

 

  年 月 日 
新潟市長 様 

所在地  
会社名  
代表職・氏名  

 
電力調達契約評価項目等報告書 

 
 新潟市電力の調達に係る環境配慮方針第６条の規定により、次のとおり報告します。 
 
１．環境評価項目 

  環境評価項目（基本項目） 数値等 点数 確認資料 

(1) 

最新年度の 1kWh 当たりの 
二酸化炭素排出係数 
（調整後排出係数） 
(単位：kg-CO2/kWh) 

 
kg-CO2/kWh 

 

 

(2) (1)と同年度の未利用エネルギーの活用状況    

(3) (1)と同年度の再生可能エネルギーの導入状況    

(4) 
省エネに係る情報提供、簡易的 DR の取組

み、地域の再エネの創出・利用の取組み   
 

合 計   

 
２．電源構成及び二酸化炭素排出係数の情報の開示方法 

開 示 方 法 番  号 
①ホームページ     ②パンフレット     ③チラシ 
④その他（                      ）  

 
 
３．供給可能な規模 

規  模 番  号 
①2,000kW 以上（特別高圧） 
③500kW 未満（高圧） 

②500kW 以上（高圧） 
④50kW 未満（低圧）  

 
４．供給可能となる条件 
契約締結にあたって条件があれば記載（例：低圧は施設○件以上一括契約 等） 
 
 

以下参考情報 



 

 

 
注 1）１の「数値等」及び「点数」には、別表により算出した値を記載すること。 
注 2）２の開示は、経済産業省「電力の小売営業に関する指針」の最新版に示された電源構成等の

算定や開示に関する望ましい方法に準じて実施していること。なお、新たに電力の供給に参

入した小売電気事業者（参入から１年以内）であって、電源構成の情報を開示していない者

は、事業開始日及び開示予定時期（事業開始日から１年以内に限る）を「番号」欄に記載す

ること。 
注 3）１の合計点数が 70 点以上、かつ、２の開示方法（又は事業開始日及び開示予定時期）を明示

した者が、電力調達契約の資格を有するものとする。 
注 4）１及び２の条件を満たすことを示す書類を添付すること。 
注 5）３及び４は本市が入札にあたって参考とする情報であり、記載しないことも可能とする。 



（様式３） 
 

安定供給確約書 
 

令和   年   月   日 
（宛先）新潟市長 

 
（申請者） 

所在地 
             商号又は名称 
             代表者(役職・氏名)              （押印不要） 
                  

 
 

下記入札において落札者となった場合には，誠意をもって電力の安定供給に努めること

を確約します。 
また，事故発生時等緊急の場合に対応するため，あらかじめ当社及び貴市間の通常の連

絡網の他に別の緊急連絡網を確保し，新潟市内を接続供給区域とする一般送配電事業者(東
北電力ネットワーク株式会社)及び貴市と速やかに連絡を取り，事態に対応することを確約

します。 
 

記 
 

公 告 年 月 日 令和８年４月８日 

公  告  番  号 新潟市契約公告第１７号 

件        名   

 
 



（様式４） 
 

電力供給実績一覧表 
 

令和   年   月   日 
（宛先）新潟市長 

 
（申請者） 

所在地 
             商号又は名称 
             代表者(役職・氏名)              （押印不要） 
                  

 
 

新潟市契約公告第１７号（令和８年４月８日付）で調達する電力の入札において，一般

競争入札参加申請書に添付する書類として，下記の実績があることを申告します。 
 
 

記 
 

契約相手先 契約電力（ｋＷ） 契約件名 契約期間 

    

    

    

 
注１ 令和６年４月１日以降の実績を記載すること。（契約履行中のものも含む） 
注２ 契約電力が３,０００kW 以上の実績を２つ以上記載すること。 
注３ 自治体の運営する学校等の実績を優先して記載すること。 
注４ 記載した実績がわかる書類（契約書の写しなど）を添付すること。 



（様式５） 
 

質    疑    書 
 

令和   年   月   日 
 

郵便番号 
所在地 

                 商号又は名称 
                 代表者氏名                   
                 （担当者                 ） 

（電話番号                ） 
（ＦＡＸ番号               ） 
（電子メール               ） 

 
１ 契約公告番号  新潟市契約公告第１７号 
２ 調達案件名   新潟市立学校で使用する電力の供給（松浜小学校 外 51 校） 
 

質  疑  事  項 
 

注１ 回答は，回答日時点において一般競争入札参加申請した全ての者に，電子メール

又はファックスにて回答します。 
注２ この質疑書は，仕様書等に対して質問がある場合（入札に必要な事項に限る）に

のみ提出してください。 
注３ 提出期間を過ぎた場合は受理しません。 



（様式６） 

 
入  札  書 

 
令 和    年    月    日 

（宛先）新潟市長 
住  所 

 
氏  名                  印 

 
                    受 任 者                  印 

 

新潟市契約規則及びこれに基づく入札条件を承認のうえ入札 

いたします。 

 

入 札 金 額 
   百 千 円 

履 行 場 所  

件 名 品 質・規 格 数   量 単   価 金   額 

  
仕様書のとおり 

 
一 式 

  

摘 要  入札書には，契約単価兼積算内訳書（様式６の２）を添付すること。 
     入札金額は，契約単価兼積算内訳書の入札金額欄と同額とすること。 

（入札金額には，消費税及び地方消費税を含まない） 

契約単価兼積算内訳書 
のとおり 



（様式６） 

 
入  札  書 

 
令和 ○○ 年 ○○ 月 ○○ 日 

（宛先）新潟市長 
住  所  〇〇県〇〇市〇〇区〇〇町 

                                                 〇丁目〇〇番〇〇号 

氏  名  △△株式会社 

                   代表取締役 〇〇 〇〇     印 

 

                          受 任 者  〇〇 〇〇          

  

新潟市契約規則及びこれに基づく入札条件を承認のうえ入札 

いたします。 

 

入 札 金 額 
  

金 
 

○ 

百

〇 
 

○ 

 

○ 

千

〇 

 

○ 

 

○ 

円

〇 

 

履 行 場 所 新潟市立○○学校 外○○校 

件 名 品 質・規 格 数   量 単   価 金   額 

 
新潟市立学校で使用する 
電力の供給 
（○○学校 外○○校） 

 
  

 
仕様書のとおり 

 
一 式 

  

摘 要  入札書には，契約単価兼積算内訳書（様式６の２）を添付すること。 
     入札金額は，契約単価兼積算内訳書の入札金額欄と同額とすること。 

（入札金額には，消費税及び地方消費税を含まない） 

＜記載例＞ 

委任を受けて入札する場合には， 
受任者名を記入し，押印してください 

入札する各件名を記入してください 

入札する件名ごとに記入して

ください 

契約単価兼積算内訳書 
のとおり 

入札説明書に記載されている入札日を

記入してください 

社判と代表者印の印影は新潟市競争
入札参加資格登録の届出使用印とし
てください 代表

者印 

社判 

印 



（様式６の２）

会社名：

・契約単価 　基本料金単価（円）

（税込） 　夏季電力量料金単価（円） ７月～９月の各月

　その他季電力量料金単価（円） 夏季以外の各月

・積算内訳書

区分

契約単価
（円／ｋＷ・月）

契約電力
（ｋＷ）

力率
（１００％）

小計
（円）

契約単価
（円）

予定使用電力量
（ｋＷ）

小計
（円）

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ
＝Ａ×Ｂ×{(185－Ｃ)/100｝

Ｅ Ｆ Ｇ＝Ｅ×Ｆ Ｈ＝Ｄ＋Ｇ

令和8年 7月 5,881 100% 0.00 968,500 0.00 0

令和8年 8月 5,881 100% 0.00 444,600 0.00 0

令和8年 9月 5,881 100% 0.00 792,900 0.00 0

令和8年 10月 5,881 100% 0.00 637,300 0.00 0

令和8年 11月 5,881 100% 0.00 677,200 0.00 0

令和8年 12月 5,881 100% 0.00 791,300 0.00 0

令和9年 1月 5,881 100% 0.00 899,800 0.00 0

令和9年 2月 5,881 100% 0.00 842,900 0.00 0

令和9年 3月 5,881 100% 0.00 686,600 0.00 0

- - - - - 6,741,100 　年 額 合 計 0

入札金額
（年額合計×100／110）

0

※１　力率割引・割増計算は、力率を１００％として積算する。
※２　各単価は消費税を含む内税単価で、１円未満の端数がある場合は小数点以下第２位までとし、第３位以下は切り捨てるものとする。
※３　各月毎の月額計算結果によって生じる１円未満の端数は切り捨てるものとする。
※４　燃料費等調整額及び再生可能エネルギー発電促進賦課金については含まないものとする。
※５　入札金額は、年額合計を１００/１１０（１円未満切り捨て）とした金額とする。

合 計

契約単価兼積算内訳書

件名： 新潟市立学校で使用する電力の供給（松浜小学校 外51校）

基本料金　（円／ｋＷ） 電力量料金　（円／ｋＷｈ）
月別電気料金

（円）

期間（月）



（様式７） 
 

委 任 状 

 
令和   年   月   日  

（宛先）新潟市長 
 
 
 

私は次の者をもって，下記の入札に関する権限の一切を委任いたします。 
 
 

 
委 任 者  住  所  

 
 
氏  名                 印 

 
 

受 任 者  氏  名                 印 

 
 

 
記 

 
件  名  

 
 
 
 
 
 
 
     ※委任状は，委任する件名ごとに作成してください。 



（様式８） 
 

入 札 辞 退 届 

 
 

令和   年   月   日  

 
（宛先）新潟市長 
 

所在地 
商号又は名称 
代表者氏名              印 

 
 
  下記の案件について応募しましたが，辞退いたします。 
  なお，本案件の入札に以降参加できないこと，提出書類の返却は行わないことについて， 
異議申立てを行わないことを誓約いたします。 

 
記 

 
１．件  名      
 
２．契約公告番号   新潟市契約公告第１７号 
 
３．辞退理由  

     

                                                                             

                                                                                

                                                                                

 



新潟市電力の調達に係る環境配慮方針 
 

(目的) 
第 1 条 本方針は、本市が行う電力の調達に際し、環境に配慮した電力調達契約を締結するため

に必要な事項を定める。 
 
(定義) 
第 2 条 本方針において、「環境に配慮した電力調達契約」とは、本市が行う電力調達契約の資格

の判定に際し、小売電気事業者の電力供給事業における環境配慮の状況について、第 4 条に定

める「環境評価項目」を基準として評価したうえで実施する電力の調達をいう。 
 
(対象組織等) 
第 3 条 この方針は、本市の全ての機関が、電力を調達する際に適用する。 
 
(環境評価項目) 
第 4 条 本方針における環境評価項目は、次のとおりとする。 

(1) 二酸化炭素排出係数（調整後排出係数） 
(2) 未利用エネルギーの活用状況 
(3) 再生可能エネルギーの導入状況 
(4) 省エネに係る情報提供、簡易的 DR の取組み、地域の再エネの創出・利用の取組み 

 
(資格の要件) 
第 5 条 次の要件をすべて満たす小売電気事業者が契約資格を有するものとする。 

(1)電源構成及び二酸化炭素排出係数の情報を開示（経済産業省「電力の小売営業に関する指

針」の最新版に示された電源構成等の算定や開示に関する望ましい方法に準じて実施）して

いること。ただし、新たに電力の供給に参入した小売電気事業者であって、電源構成を開示

していない者は、事業開始日から 1 年間に限って開示予定時期（事業開始日から 1 年以内に

限る）を明示することにより、適切に開示したものとみなす。 
(2)前条に定める環境評価項目について、別表「新潟市環境配慮電力調達評価基準（以下「評価

基準」という。）」に示す配点により算定した評価点の合計が７０点以上であること。 
 
(評価) 
第 6 条 本市が行う電力調達契約を希望する小売電気事業者は、第 4 条に定める環境評価項目

を、別表「評価基準」により算定し、その評価点等及び前条に定める電源構成及び二酸化炭素

排出係数の情報の開示状況を「電力調達契約評価項目等報告書」（様式１）（以下、「様式１」と

いう。）に記載し、環境部環境政策課へ提出するものとする。 
２ 環境部環境政策課長は、小売電気事業者から提出された様式１の内容を確認し、各小売電気

事業者の評価点を判定する。 
 
(判定結果の通知及び公表) 
第 7 条 環境部環境政策課長は、判定の結果について、各小売電気事業者へ通知するとともに、

必要に応じて入札担当所属の長又は電力調達契約の担当所属の長へ通知するものとする。 



２ 環境部環境政策課長は、全ての機関が環境に配慮した電力を調達できるよう、別表「評価基

準」を満たす小売電気事業者をインターネット等で公表するものとする。 
 
(電力調達契約の資格の確認) 
第 8 条 入札担当課の長又は電力調達契約の担当課の長は、環境部環境政策課長からの通知又は

インターネット等により各小売電気事業者の判定結果を確認するものとする。 
 
(方針改定) 
第 9 条 小売電気事業者の電力供給事業における環境配慮の状況は毎年変わることから、本方針

又は評価基準はおおむね１年に一度、改定することとする。 
 
(判定の有効期間) 
第 10 条 判定結果は、第 9 条の方針又は評価基準が改定されるまで有効とする。 
 
(契約結果の通知) 
第 11 条 電力調達発注所属長は、電力契約の結果について、契約終了後、「新潟市電力の調達に

係る環境配慮方針に基づく電力入札・見積合せ結果通知書」（様式２）に次の各号の書類の写し

を添えて、環境部環境政策課長に提出するものとする。 
(1)電力供給契約書 
(2)電力供給契約条項 
(3)契約単価兼積算内訳書 

 
(実施結果の公表) 
第 12 条 市長は、毎会計年度の終了後、環境配慮電力調達の契約結果の概要を取りまとめ、公表

する。 
 
(適用除外) 
第 13 条 本方針は、温室効果ガス排出量の削減を目的として、調達する電力に占める再生可能エ

ネルギーの割合をあらかじめ決定して行われる電力の調達には適用しない。 
 
附則 
（施行期日） 
この方針は、平成 26 年 6 月 10 日から施行する。 
この方針は、平成 27 年 4 月 1 日から施行する。 
この方針は、平成 28 年 4 月 1 日から施行する。 
この方針は、平成 29 年 4 月 1 日から施行する。 
この方針は、平成 30 年 4 月 1 日から施行する。 
この方針は、平成 31 年 4 月 1 日から施行する。 
この方針は、令和 2 年 4 月 1 日から施行する。 
この方針は、令和 3 年 4 月 1 日から施行する。 
この方針は、令和 4 年 4 月 1 日から施行する。 
この方針は、令和 5 年 4 月 1 日から施行する。 



この方針は、令和 6 年 5 月 1 日から施行する。 
この方針は、令和 7 年 4 月 1 日から施行する。 
この方針は、令和 8 年 4 月 1 日から施行する。 
   



別表 
 
新潟市環境配慮電力調達評価基準 
 
項目 区分 配点 

（１）最新年度の 1kWh 当たりの二酸化炭素 
排出係数（調整後排出係数） 
（単位：kg-CO2/kWh） 

0.000 以上 0.375 未満 70 
0.375 以上 0.400 未満 65 
0.400 以上 0.425 未満 60 
0.425 以上 0.450 未満 55 
0.450 以上 0.475 未満 50 
0.475 以上 0.500 未満 45 
0.500 以上 0.520 未満 40 

（２）（１）と同年度の未利用エネルギーの 
活用状況 

0.675%以上  10 
0%超 0.675%未満 5 
活用していない 0 

（３）（１）と同年度の再生可能エネルギーの 
導入状況 

15.0%以上  20 
8.00%以上 15.00%未満 15 
3.00%以上 8.00%未満 10 

0%超 3.00%未満 5 
導入していない 0 

（４）省エネに係る情報提供、簡易的 DR の取組

み、地域の再エネの創出・利用の取組み 
取り組んでいる 5 
取り組んでいない 0 

合計  105 
 
注 1 最新年度の 1kWh 当たりの二酸化炭素排出係数（基礎または調整後排出係数） 
   （単位：kg-CO2/kWh） 

 「最新年度の 1kWh 当たりの二酸化炭素排出係数」は、次の数値とする。 
 地球温暖化対策の推進に関する法律（以下、「温対法」という。）に基づき、環境大臣及び経済産

業大臣により公表されている最新年度の二酸化炭素排出係数。ただし、新たに電力の供給に参入し

た小売電気事業者であって、温対法に基づき環境大臣及び経済産業大臣から排出係数が公表されて

いない事業者は、当該事業者が自ら検証・公表した排出係数を用いることができるものとする。 
 なお、調整後排出係数は、事業者別に算定されたものとし、メニュー別排出係数を含まない。   



注 2 （１）と同年度の未利用エネルギーの活用状況 
 未利用エネルギーの有効活用の観点から、（１）と同年度における未利用エネルギーの活用比率を

使用する。算出方法は、以下のとおり。 
 （１）と同年度の未利用エネルギーによる発電電力量（送電端）（kWh）を（１）と同年度の供給

電力量（需要端）（kWh）で除した数値 
（算定方式） 
 

（１）と同年度の未利用エネルギーの活用状況（%）= （１）と同年度の未利用エネルギーによる発電電力量（送電端）

（１）と同年度の供給電力量（需要端）
× 100 

 
１．未利用エネルギーによる発電を行う際に、他の化石燃料等の未利用エネルギーに該当しないもの

と混燃する場合は、以下の方法により未利用エネルギーによる発電量を算出する。 
①未利用エネルギー及び未利用エネルギーに該当しない化石燃料等の双方の実測による燃焼時の熱

量が判明する場合は、発電電力量を熱量により按分する。 
②未利用エネルギーの実測による燃焼時の熱量が判明しない場合は、未利用エネルギーに該当しな

い化石燃料等の燃焼時の熱量と当該発電機の効率から未利用エネルギーに該当しない化石燃料等

の燃焼に伴う発電量を算出し、当該数値を全体の発電量から除いた分を未利用エネルギーによる

発電分とする。 
２．未利用エネルギーとは、発電に利用した次に掲げるエネルギー（他社電力購入に係る活用分を含

む。ただし、インバランス供給を受けた電力に含まれる未利用エネルギー活用分については含まな

い。）をいう。 
①工場等の廃熱又は排圧 
②廃棄物の燃焼に伴い発生する熱（「再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法

（平成 23 年法律第 108 号）（以下「再エネ特措法」という。）第二条第３項において定める再生

可能エネルギー源に該当するものを除く。） 
③高炉ガス又は副生ガス 

３．（１）と同年度の未利用エネルギーによる発電電力量には他小売電気事業者への販売分は含まな

い。 
４．（１）と同年度の供給電力量には他小売電気事業者への販売分は含まない。 
 
注 3 （１）と同年度の再生可能エネルギーの導入状況 

 再生可能エネルギーの導入状況は以下の算定式によるもの 
（算定方式） 

（１）と同年度の再生可能エネルギーの導入状況（％） = ①＋②＋③＋④＋⑤

⑥
× 100 

 
① 自社施設で発生した再生可能エネルギー電気又は相対契約によって他者から購入した再生可

能エネルギー電気とセットで供給されることで再生可能エネルギー電源が特定できる非 FIT
非化石証書の量（送電端（kWh)） 



② グリーンエネルギーCO2 削減相当量認証制度により所内消費分の電力に由来するものとして

認証されたグリーンエネルギーCO2削減相当量に相当するグリーンエネルギー証書（電力）

の量（kWh） 
③ Ｊ－クレジット制度により認証された再生可能エネルギー電気由来クレジットの電力相当量

（kWh） 
④ 非化石価値取引市場から調達した固定価格買取制度による再生可能エネルギー電気に係る非

化石証書の量（kWh） 
⑤ 非化石価値取引市場から調達した再生可能エネルギー電気であることが判別できるトラッキ

ング付き非 FIT 非化石証書の量（kWh） 
⑥ （１）と同年度の供給電力量（需要端(kWh)） 

 
１．再生可能エネルギー電気とは、再エネ特措法施行規則において規定されている交付金の対象とな

る再生可能エネルギー源を用いる発電設備（太陽光、風力、水力（30,000kW 未満、ただし、揚水発

電は含まない）、地熱、バイオマス）による電気を対象とする。（ただし、インバランス供給を受け

た電力に含まれる再生可能エネルギー電気については含まない。） 
２．（１）と同年度の再生可能エネルギー電気の利用量（①＋②＋③＋④＋⑤）には他小売電気事業者

への販売分は含まない。 
３．（１）と同年度の供給電力量（⑥）には他小売電気事業者への販売分は含まない。 
４．①から⑤の再生可能エネルギー電気の利用量は（１）と同年度に小売電気事業者の調整後排出係

数の算定に用いたものに限る。 
 
注 4 省エネに係る情報提供、簡易的 DR の取組み、地域の再エネの創出・利用の取組み 

 提出時点において、次の①～④のいずれかの取組みを行っている場合に加点する。 
① 需要家の設定した使用電力を超過した場合に通知する仕組みを有している。 
② 需給ひっ迫時において供給側からの要請に応じ、電力使用抑制に協力した需要家に対し、経済

的な優遇装置を実施している。 
③ 新潟県内において、地産地消の再生可能エネルギーに関する再エネ電力メニューを設定してい

る。 
④ 新潟県内に位置する発電所の指定が可能な再エネ電力メニューを設定している。 

 
 
 



電力供給条件仕様書 

 
１ 概要 

(1) 件名 新潟市立学校で使用する電力の供給（松浜小学校 外 51 校） 

 (2) 供給場所 別紙 1 のとおり 
ただし、岡方第一小学校及び岡方第二小学校は令和 9 年 3 月 31 日まで 
の供給とする（令和 9 年 3 月末閉校）。 

(3) 現行供給者 別紙（参考）R7 現行供給者一覧のとおり 

(4) 業種及び用途 学校 
２ 仕様 

(1) 供給電気方式等 
  ア 供給電気方式 交流 3 相 3 線式 
  イ 供給電圧（標準電圧） 6,000 ボルト 
  ウ 計量電圧（標準電圧） 6,000 ボルト 
  エ 標準周波数 50 ヘルツ 
  オ 受電方式 1 回線受電 
(2) 契約電力及び予定使用電力量等 
  ア 予定契約電力 別紙 3 のとおり 

ただし，各月の契約電力は，その 1 月の最大需要電力と前 11 月の最大需要電力

のうち，いずれか大きい値とする。（契約電力とは，契約上使用できる電気の最

大電力をいう） 
  イ 予定使用電力量（令和 8 年 7 月～令和 9 年 6 月）     別紙 3 のとおり 
  ウ 使用電力量実績（令和 7 年 1 月～令和 7 年 12 月）    別紙 2 のとおり 
  エ 最大需要電力・力率実績（令和 7 年 1 月～令和 7 年 12 月）別紙 2 のとおり 
(3) 契約期間 
  令和 8 年 7 月 1 日から令和 9 年 6 月 30 日まで（12 か月） 

   ただし、岡方第一小学校及び岡方第二小学校は令和 9 年 3 月 31 日までの供給とする

（令和 9 年 3 月末閉校）。 
(4) 電力量等の検針 

ア 自動検針装置 有 
イ 電力会社の検針方法 検針員による検針又は電力需給用複合計器による把握 

(5) 受給地点 別紙 1 のとおり（現受給契約電気事業者との契約に準じる） 
(6) 電気工作物の財産分界点 受給地点に同じ 
(7) 保安上の責任分界点 受給地点に同じ 
(8) 検針日 毎月 1 日 
(9) 融雪用電力 無 
(10) 自家発補給電力 無 
 

３ 料金の算定等 
(1) 力率は，契約期間中 100 パーセントを保持する予定。 



(2) 各月の料金の算定方法について，基本料金の力率割引又は割増は，当該地域を管轄

する旧一般電気事業者が定める標準供給条件と同様とする。また，燃料費等調整及び

電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に基づく賦課

金も，当該地域を管轄する旧一般電気事業者が適用する条件と同様とする。 
なお，入札価格の算定にあたっては，力率は 100 パーセントとし，燃料調整費及び

電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に基づく賦課

金は考慮しないこと。  
(3) 電力供給における料金その他を計算する場合の単位及びその端数処理は次のとおり

とする。 
ア 契約電力および最大需要電力の単位は 1 キロワットとし，その端数は小数点以

下第 1 位で四捨五入する。 
   イ 使用電力量の単位は 1 キロワット時とし，その端数は小数点以下第 1 位で四捨

五入する。 
   ウ 力率の単位は 1 パーセントとし，その端数は小数点以下第 1 位で四捨五入する。 
   エ 料金その他の計算における合計金額の単位は 1 円とし，その端数は小数点以下

を切り捨てる。 
(4) 各学校の使用電力量の計量など料金の算定上必要な計量器，その付属装置等及び既設

設備の改造工事等が必要な場合の費用は，すべて供給者の負担で取り付けること。ま

た，計量器等の稼働により生じる電気料金についても供給者の負担とする。 
(5) 毎月の料金の請求については次のとおりとする。請求書は紙で送付すること。 

件名「新潟市立学校で使用する電力の供給（松浜小学校外 51 校）」は，「松浜小学校 

外 49 校分」，「東特別支援学校 外 1 校分」と校種別に集約して教育委員会学務課に

行うこと。 

 (6) 請求の際には，請求書のほかに，学校ごとの内訳書（電力種別，使用電力量，最大電

力，力率，契約電力，料金単価，料金等）をひとつの電子データにして添付すること。 
  なお，電子データの形式は，エクセルか CSV 形式のファイルとし，別紙 1 の順に各

校ごとのデータを並べたものとする。その他の詳細は必要により協議する。 
(7) 料金の算定にあたっては，学校ごとに税込金額で算出を行い，その総合計を請求金額

とすること。 
(8) 各学校が自校の使用電力量の推移等を，Web 上で確認できるなどの情報提供サービ

スがあること。 
(9) 使用電力量の検針後，検針結果（使用電力量，単価，料金，最大電力，力率，契約電

力等）を速やかに各学校に通知すること。ただし，上記(8)で確認できる場合は省略も

可とする。 
(10) 季節条件等の変動により年間の実績が予定使用電力量を上回る場合にも，同一の単

価を適用する。また，予定使用電力量に達しない場合でも，料金の精算は行わない。  
(11) 毎月の契約代金や遅延利息の具体的な取り扱いといった細目的事項について，別途

協定書を締結できるものとする。 
４ その他 

(1) 工事が必要な場合や事故等が発生した場合の連絡体制を確立させておくこと。 
(2) この仕様書に定めのない事項については，双方協議の上決定するものとする。 



（参考）R7現行供給者一覧

施設名 現行供給者

1 松浜小学校 株式会社　まち未来製作所

2 南浜小学校 株式会社　まち未来製作所

3 太夫浜小学校 株式会社　まち未来製作所

4 濁川小学校 株式会社　まち未来製作所

5 葛塚小学校 株式会社　まち未来製作所

6 葛塚東小学校 株式会社　まち未来製作所

7 木崎小学校 株式会社　まち未来製作所

8 早通南小学校 株式会社　まち未来製作所

9 岡方第一小学校 株式会社　まち未来製作所

10 岡方第二小学校 株式会社　まち未来製作所

11 山の下小学校 株式会社　まち未来製作所

12 大形小学校 株式会社　まち未来製作所

13 中野山小学校 株式会社　まち未来製作所

14 木戸小学校 株式会社　まち未来製作所

15 東山の下小学校 株式会社　まち未来製作所

16 桃山小学校 株式会社　まち未来製作所

17 下山小学校 株式会社　まち未来製作所

18 牡丹山小学校 株式会社　まち未来製作所

19 東中野山小学校 株式会社　まち未来製作所

20 竹尾小学校 株式会社　まち未来製作所

21 南中野山小学校 株式会社　まち未来製作所

22 江南小学校 株式会社　まち未来製作所

23 浜浦小学校 株式会社　まち未来製作所

24 関屋小学校 株式会社　まち未来製作所

25 鏡淵小学校 株式会社　まち未来製作所

26 白山小学校 株式会社　まち未来製作所

27 新潟小学校 株式会社　まち未来製作所

28 日和山小学校 株式会社　まち未来製作所

29 万代長嶺小学校 株式会社　まち未来製作所

30 沼垂小学校 株式会社　まち未来製作所

31 山潟小学校 株式会社　まち未来製作所

32 上所小学校 株式会社　まち未来製作所

33 鳥屋野小学校 株式会社　まち未来製作所

34 笹口小学校 株式会社　まち未来製作所

35 女池小学校 株式会社　まち未来製作所

36 有明台小学校 株式会社　まち未来製作所

37 南万代小学校 株式会社　まち未来製作所

38 上山小学校 株式会社　まち未来製作所

39 桜が丘小学校 株式会社　まち未来製作所

40 紫竹山小学校 株式会社　まち未来製作所

41 丸山小学校 株式会社　まち未来製作所

42 大淵小学校 株式会社　まち未来製作所

43 曽野木小学校 株式会社　まち未来製作所

44 両川小学校 株式会社　まち未来製作所

45 東曽野木小学校 株式会社　まち未来製作所

46 横越小学校 株式会社　まち未来製作所

47 亀田小学校 株式会社　まち未来製作所

48 早通小学校 株式会社　まち未来製作所

49 亀田東小学校 株式会社　まち未来製作所

50 亀田西小学校 株式会社　まち未来製作所

51 東特別支援学校 株式会社　まち未来製作所

52 西特別支援学校 株式会社　まち未来製作所

新潟市立学校で使用する電力の供給
（松浜小学校 外51校）

番号



【別紙１】新潟市立学校で使用する電力の供給（松浜小学校 外51校）

番号 施設名 所在地 受給地点
電気工作物の財産分界点
及び保安上の責任分界点

受電方式

1 松浜小学校 新潟市北区松浜３丁目１９番地１ 東北電力株式会社の電線路又は引込線と新潟市が施設した開閉器電源側接続点 左記受給時点に同じ １回線受電

2 南浜小学校 新潟市北区島見町２０７８番地 東北電力株式会社の電線路又は引込線と新潟市が施設した開閉器電源側接続点 左記受給時点に同じ １回線受電

3 太夫浜小学校 新潟市北区太夫浜２０４５番地２ 東北電力株式会社の電線路又は引込線と新潟市が施設した開閉器電源側接続点 左記受給時点に同じ １回線受電

4 濁川小学校 新潟市北区濁川２８４番地 東北電力株式会社の電線路又は引込線と新潟市が施設した開閉器電源側接続点 左記受給時点に同じ １回線受電

5 葛塚小学校 新潟市北区川西３丁目９番２４号 東北電力株式会社の電線路又は引込線と新潟市が施設した開閉器電源側接続点 左記受給時点に同じ １回線受電

6 葛塚東小学校 新潟市北区朝日町４丁目１番２号 東北電力株式会社の電線路又は引込線と新潟市が施設した開閉器電源側接続点 左記受給時点に同じ １回線受電

7 木崎小学校 新潟市北区木崎２９７３番地 東北電力株式会社の電線路又は引込線と新潟市が施設した開閉器電源側接続点 左記受給時点に同じ １回線受電

8 早通南小学校 新潟市北区須戸１丁目１番地１ 東北電力株式会社の電線路又は引込線と新潟市が施設した開閉器電源側接続点 左記受給時点に同じ １回線受電

9 岡方第一小学校 新潟市北区長戸呂９８５番地 東北電力株式会社の電線路又は引込線と新潟市が施設した開閉器電源側接続点 左記受給時点に同じ １回線受電

10 岡方第二小学校 新潟市北区森下１２２３番地 東北電力株式会社の電線路又は引込線と新潟市が施設した開閉器電源側接続点 左記受給時点に同じ １回線受電

11 山の下小学校 新潟市東区山の下町８番５５号 東北電力株式会社の電線路又は引込線と新潟市が施設した開閉器電源側接続点 左記受給時点に同じ １回線受電

12 大形小学校 新潟市東区大形本町２丁目６番１号 東北電力株式会社の電線路又は引込線と新潟市が施設した開閉器電源側接続点 左記受給時点に同じ １回線受電

13 中野山小学校 新潟市東区中野山１丁目１番１号 東北電力株式会社の電線路又は引込線と新潟市が施設した開閉器電源側接続点 左記受給時点に同じ １回線受電

14 木戸小学校 新潟市東区中山４丁目１番１号 東北電力株式会社の電線路又は引込線と新潟市が施設した開閉器電源側接続点 左記受給時点に同じ １回線受電

15 東山の下小学校 新潟市東区藤見町１丁目２３番５７号 東北電力株式会社の電線路又は引込線と新潟市が施設した開閉器電源側接続点 左記受給時点に同じ １回線受電

16 桃山小学校 新潟市東区桃山町２丁目２０４番地 東北電力株式会社の電線路又は引込線と新潟市が施設した開閉器電源側接続点 左記受給時点に同じ １回線受電

17 下山小学校 新潟市東区太平２丁目１８番地 東北電力株式会社の電線路又は引込線と新潟市が施設した開閉器電源側接続点 左記受給時点に同じ １回線受電

18 牡丹山小学校 新潟市東区牡丹山６丁目１５番１号 東北電力株式会社の電線路又は引込線と新潟市が施設した開閉器電源側接続点 左記受給時点に同じ １回線受電

19 東中野山小学校 新潟市東区猿ケ馬場９番地 東北電力株式会社の電線路又は引込線と新潟市が施設した開閉器電源側接続点 左記受給時点に同じ １回線受電

20 竹尾小学校 新潟市東区竹尾２丁目１８番１号 東北電力株式会社の電線路又は引込線と新潟市が施設した開閉器電源側接続点 左記受給時点に同じ １回線受電

21 南中野山小学校 新潟市東区中野山８６３番地１ 東北電力株式会社の電線路又は引込線と新潟市が施設した開閉器電源側接続点 左記受給時点に同じ １回線受電

22 江南小学校 新潟市東区江南５丁目１番１号 東北電力株式会社の電線路又は引込線と新潟市が施設した開閉器電源側接続点 左記受給時点に同じ １回線受電

23 浜浦小学校 新潟市中央区浜浦町１丁目１番地 東北電力株式会社の電線路又は引込線と新潟市が施設した開閉器電源側接続点 左記受給時点に同じ １回線受電

24 関屋小学校 新潟市中央区関屋下川原町２丁目６６４番地 東北電力株式会社の電線路又は引込線と新潟市が施設した開閉器電源側接続点 左記受給時点に同じ １回線受電

25 鏡淵小学校 新潟市中央区白山浦１丁目２０７番地の３ 東北電力株式会社の電線路又は引込線と新潟市が施設した開閉器電源側接続点 左記受給時点に同じ １回線受電

26 白山小学校 新潟市中央区川端町１丁目１番地 東北電力株式会社の電線路又は引込線と新潟市が施設した開閉器電源側接続点 左記受給時点に同じ １回線受電



【別紙１】新潟市立学校で使用する電力の供給（松浜小学校 外51校）

番号 施設名 所在地 受給地点
電気工作物の財産分界点
及び保安上の責任分界点

受電方式

27 新潟小学校 新潟市中央区東大畑通１番町６７９番地 東北電力株式会社の電線路又は引込線と新潟市が施設した開閉器電源側接続点 左記受給時点に同じ １回線受電

28 日和山小学校 新潟市中央区栄町３丁目５９３０番地２ 東北電力株式会社の電線路又は引込線と新潟市が施設した開閉器電源側接続点 左記受給時点に同じ １回線受電

29 万代長嶺小学校 新潟市中央区東万代町４番１号 東北電力株式会社の電線路又は引込線と新潟市が施設した開閉器電源側接続点 左記受給時点に同じ １回線受電

30 沼垂小学校 新潟市中央区鏡が岡５番５号 東北電力株式会社の電線路又は引込線と新潟市が施設した開閉器電源側接続点 左記受給時点に同じ １回線受電

31 山潟小学校 新潟市中央区弁天橋通３丁目３番１号 東北電力株式会社の電線路又は引込線と新潟市が施設した開閉器電源側接続点 左記受給時点に同じ １回線受電

32 上所小学校 新潟市中央区近江３丁目２番１号 東北電力株式会社の電線路又は引込線と新潟市が施設した開閉器電源側接続点 左記受給時点に同じ １回線受電

33 鳥屋野小学校 新潟市中央区美咲町２丁目４番７号 東北電力株式会社の電線路又は引込線と新潟市が施設した開閉器電源側接続点 左記受給時点に同じ １回線受電

34 笹口小学校 新潟市中央区笹口２番４７号 東北電力株式会社の電線路又は引込線と新潟市が施設した開閉器電源側接続点 左記受給時点に同じ １回線受電

35 女池小学校 新潟市中央区女池６丁目４番１号 東北電力株式会社の電線路又は引込線と新潟市が施設した開閉器電源側接続点 左記受給時点に同じ １回線受電

36 有明台小学校 新潟市中央区有明台４番１号 東北電力株式会社の電線路又は引込線と新潟市が施設した開閉器電源側接続点 左記受給時点に同じ １回線受電

37 南万代小学校 新潟市中央区幸西４丁目１番１号 東北電力株式会社の電線路又は引込線と新潟市が施設した開閉器電源側接続点 左記受給時点に同じ １回線受電

38 上山小学校 新潟市中央区女池上山1丁目１番２８号 東北電力株式会社の電線路又は引込線と新潟市が施設した開閉器電源側接続点 左記受給時点に同じ １回線受電

39 桜が丘小学校 新潟市中央区姥ヶ山６丁目１番２１号 東北電力株式会社の電線路又は引込線と新潟市が施設した開閉器電源側接続点 左記受給時点に同じ １回線受電

40 紫竹山小学校 新潟市中央区紫竹山１丁目１２番１号 東北電力株式会社の電線路又は引込線と新潟市が施設した開閉器電源側接続点 左記受給時点に同じ １回線受電

41 丸山小学校 新潟市江南区丸山３００番地 東北電力株式会社の電線路又は引込線と新潟市が施設した開閉器電源側接続点 左記受給時点に同じ １回線受電

42 大淵小学校 新潟市江南区大淵１７６０番地の１ 東北電力株式会社の電線路又は引込線と新潟市が施設した開閉器電源側接続点 左記受給時点に同じ １回線受電

43 曽野木小学校 新潟市江南区天野２丁目７番１号 東北電力株式会社の電線路又は引込線と新潟市が施設した開閉器電源側接続点 左記受給時点に同じ １回線受電

44 両川小学校 新潟市江南区酒屋町６８７番地１ 東北電力株式会社の電線路又は引込線と新潟市が施設した開閉器電源側接続点 左記受給時点に同じ １回線受電

45 東曽野木小学校 新潟市江南区鐘木２１４番地１ 東北電力株式会社の電線路又は引込線と新潟市が施設した開閉器電源側接続点 左記受給時点に同じ １回線受電

46 横越小学校 新潟市江南区横越中央６丁目３番１号 東北電力株式会社の電線路又は引込線と新潟市が施設した開閉器電源側接続点 左記受給時点に同じ １回線受電

47 亀田小学校 新潟市江南区亀田新明町１丁目１番４６号 東北電力株式会社の電線路又は引込線と新潟市が施設した開閉器電源側接続点 左記受給時点に同じ １回線受電

48 早通小学校 新潟市江南区早通５丁目７番２号 東北電力株式会社の電線路又は引込線と新潟市が施設した開閉器電源側接続点 左記受給時点に同じ １回線受電

49 亀田東小学校 新潟市江南区亀田水道町３丁目２番４５号 東北電力株式会社の電線路又は引込線と新潟市が施設した開閉器電源側接続点 左記受給時点に同じ １回線受電

50 亀田西小学校 新潟市江南区亀田四ツ興野４丁目１番１号 東北電力株式会社の電線路又は引込線と新潟市が施設した開閉器電源側接続点 左記受給時点に同じ １回線受電

51 東特別支援学校 新潟市東区海老ケ瀬３１番地 東北電力株式会社の電線路又は引込線と新潟市が施設した開閉器電源側接続点 左記受給時点に同じ １回線受電

52 西特別支援学校 新潟市西蒲区堀山新田８８番地 東北電力株式会社の電線路又は引込線と新潟市が施設した開閉器電源側接続点 左記受給時点に同じ １回線受電



令和7年 令和7年 令和7年 令和7年 令和7年 令和7年 令和7年 令和7年 令和7年 令和7年 令和7年 令和7年
番号 学番 施設名 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計

1 1101 松浜小学校 12,925 12,914 11,166 9,270 8,335 10,569 12,998 6,321 11,886 9,016 10,601 12,556 128,557
2 1102 南浜小学校 9,962 10,054 7,436 5,082 4,298 6,828 9,775 4,168 6,852 5,083 5,987 7,781 83,306
3 1103 太夫浜小学校 14,045 14,118 10,634 8,223 7,945 10,535 15,699 7,842 11,994 8,593 9,961 11,438 131,027
4 1104 濁川小学校 10,748 10,560 8,902 9,311 8,792 11,624 13,090 5,281 10,516 9,874 9,915 10,911 119,524
5 1105 葛塚小学校 30,597 30,035 19,703 16,548 13,861 18,889 22,422 10,298 19,534 14,683 18,296 25,529 240,395
6 1106 葛塚東小学校 20,536 19,295 16,911 14,395 13,686 19,469 22,162 12,131 16,935 15,423 16,202 18,053 205,198
7 1108 木崎小学校 21,554 21,702 14,425 10,841 9,350 15,334 18,176 8,328 14,758 10,235 11,561 16,402 172,666
8 1110 早通南小学校 30,762 30,110 20,266 16,206 15,082 21,077 32,961 15,245 26,648 17,482 21,232 27,110 274,181
9 1111 岡方第一小学校 14,023 14,678 11,454 8,764 8,132 10,866 11,985 6,674 9,493 8,390 9,688 11,089 125,236
10 1112 岡方第二小学校 9,572 10,096 8,395 6,590 5,344 7,131 8,441 4,833 7,115 5,518 7,048 8,057 88,140
11 1201 山の下小学校 9,566 9,687 9,010 7,937 7,231 11,510 12,186 6,397 9,552 7,983 8,616 9,062 108,737
12 1202 大形小学校 13,783 13,627 11,087 9,246 10,475 13,659 16,312 6,422 11,912 10,554 10,850 13,006 140,933
13 1203 中野山小学校 13,832 13,030 10,818 10,386 9,788 12,036 15,193 6,814 9,892 9,569 9,836 13,512 134,706
14 1204 木戸小学校 18,009 16,994 14,187 13,258 14,316 18,744 17,287 9,115 16,136 16,066 15,825 16,822 186,759
15 1205 東山の下小学校 15,704 15,798 11,908 11,461 11,654 17,171 18,487 7,402 14,656 12,947 13,366 15,382 165,936
16 1206 桃山小学校 21,134 22,729 17,316 13,988 12,959 18,907 24,805 10,638 21,921 16,334 17,834 22,069 220,634
17 1207 下山小学校 18,537 18,447 13,225 12,810 12,655 17,671 18,761 7,433 16,443 15,297 14,439 17,616 183,334
18 1208 牡丹山小学校 15,585 15,700 13,184 12,932 13,048 15,632 16,059 7,631 13,175 13,159 13,055 14,118 163,278
19 1209 東中野山小学校 25,536 28,293 19,353 16,340 14,813 23,264 28,224 10,446 24,221 16,817 18,893 25,007 251,207
20 1210 竹尾小学校 11,685 12,307 10,629 9,970 9,469 13,469 14,073 6,741 11,217 10,104 11,002 12,827 133,493
21 1211 南中野山小学校 17,893 17,398 15,843 15,332 15,592 19,703 20,371 12,501 17,488 17,101 16,557 17,413 203,192
22 1212 江南小学校 13,379 13,194 10,743 9,672 10,251 13,359 16,521 8,016 11,575 11,454 11,788 11,869 141,821
23 1301 浜浦小学校 21,760 21,765 15,607 11,532 10,474 15,939 22,543 9,161 16,398 11,998 14,118 16,931 188,226
24 1302 関屋小学校 11,432 10,990 9,667 8,214 7,418 8,303 12,315 5,766 8,809 8,375 8,942 10,237 110,468
25 1303 鏡淵小学校 10,531 9,941 8,966 7,686 8,085 11,609 14,061 9,618 13,280 11,159 9,134 9,577 123,647
26 1304 白山小学校 10,529 10,415 8,791 6,830 5,809 11,282 13,919 5,180 8,567 6,721 7,000 8,642 103,685
27 1305 新潟小学校 14,642 14,645 12,720 11,871 12,914 14,721 14,205 7,485 14,297 13,954 13,217 14,829 159,500
28 1306 日和山小学校 18,876 18,611 14,318 12,802 11,833 17,296 24,058 13,707 20,290 13,493 14,406 16,511 196,201
29 1310 万代長嶺小学校 22,530 21,035 17,610 14,659 12,822 17,989 25,750 13,936 19,119 14,076 17,645 20,089 217,260
30 1311 沼垂小学校 18,377 17,880 12,942 11,779 12,808 20,152 19,909 10,122 19,377 14,658 15,862 17,881 191,747
31 1312 山潟小学校 12,994 14,179 11,340 11,140 9,885 15,954 20,371 6,598 16,137 11,247 13,696 15,710 159,251
32 1313 上所小学校 13,085 12,540 10,864 11,172 10,960 15,167 16,848 10,280 13,285 11,837 11,677 13,166 150,881
33 1314 鳥屋野小学校 21,588 20,467 16,478 14,931 15,015 19,346 20,052 12,178 19,414 16,827 17,047 18,826 212,169
34 1315 笹口小学校 18,702 17,561 14,506 14,051 14,560 19,130 22,267 11,320 18,368 15,188 15,440 16,457 197,550
35 1316 女池小学校 25,346 25,667 18,839 15,685 14,662 22,208 27,551 8,196 23,034 16,531 18,306 22,189 238,214
36 1317 有明台小学校 13,599 14,086 11,805 9,209 8,959 11,609 17,359 5,789 12,206 10,479 11,905 14,391 141,396
37 1318 南万代小学校 17,577 16,689 14,160 13,553 13,503 14,466 15,406 11,595 19,336 17,735 13,792 14,625 182,437
38 1319 上山小学校 23,905 26,228 17,867 14,968 13,838 23,156 33,019 9,305 26,581 17,130 19,038 23,567 248,602
39 1320 桜が丘小学校 19,954 19,840 14,316 12,025 11,838 16,961 22,229 9,232 18,069 13,947 15,586 19,489 193,486
40 1321 紫竹山小学校 23,430 24,384 15,532 11,942 12,547 18,049 24,439 9,393 21,061 14,701 16,562 18,939 210,979
41 1401 丸山小学校 15,149 16,460 11,414 9,185 9,218 13,622 18,631 6,667 14,306 10,788 11,733 12,505 149,678
42 1402 大淵小学校 13,408 12,756 9,606 10,364 9,960 13,015 15,383 7,320 12,872 11,423 11,142 10,927 138,176
43 1403 曽野木小学校 18,082 18,735 12,747 8,536 8,759 11,843 16,017 6,835 13,911 10,004 12,164 14,350 151,983
44 1404 両川小学校 8,994 9,075 8,206 8,098 7,959 12,256 14,454 5,614 10,513 9,391 9,268 9,383 113,211
45 1406 東曽野木小学校 13,922 13,795 11,276 10,214 9,778 13,184 15,566 7,878 12,964 11,467 11,398 11,480 142,922
46 1407 横越小学校 18,834 17,494 14,015 12,588 13,058 18,399 21,925 8,669 16,226 14,121 13,893 15,326 184,548
47 1408 亀田小学校 15,192 14,980 11,366 8,533 8,010 13,200 17,612 5,554 11,568 9,015 10,216 12,665 137,911
48 1409 早通小学校 8,169 8,950 7,087 6,362 6,363 7,040 7,792 4,277 7,820 6,597 6,977 8,088 85,522
49 1410 亀田東小学校 16,966 15,798 13,070 11,760 11,535 15,977 18,359 7,563 14,330 12,948 10,267 10,907 159,480
50 1411 亀田西小学校 25,753 25,299 18,929 14,978 13,856 20,961 31,200 12,463 23,164 11,340 14,944 19,736 232,623
51 3201 東特別支援学校 23,096 21,368 19,928 15,870 16,024 19,285 22,822 13,043 17,779 16,661 16,593 19,286 221,755
52 3801 西特別支援学校 23,286 23,440 18,171 15,591 12,508 14,940 19,082 11,729 18,599 14,552 15,264 19,362 206,524

月間使用量(kWh）
【別紙２】新潟市立学校で使用する電力の供給（松浜小学校 外51校） 使用電力量および最大需要電力の実績値(令和7年1月～令和7年12月)



令和7年 令和7年 令和7年 令和7年 令和7年 令和7年 令和7年 令和7年 令和7年 令和7年 令和7年 令和7年
番号 学番 施設名 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 最大

1 1101 松浜小学校 62 66 61 53 38 52 64 54 61 44 58 62 66
2 1102 南浜小学校 67 64 59 51 28 47 63 55 63 29 45 52 67
3 1103 太夫浜小学校 98 97 88 61 47 75 114 85 113 53 78 94 114
4 1104 濁川小学校 68 65 59 53 52 63 63 46 72 54 60 66 72
5 1105 葛塚小学校 201 221 164 109 114 150 170 113 173 90 133 160 221
6 1106 葛塚東小学校 107 100 94 76 61 93 105 95 98 74 88 97 107
7 1108 木崎小学校 140 127 113 80 70 108 129 109 123 56 94 118 140
8 1110 早通南小学校 194 198 188 133 140 190 209 205 215 107 175 192 215
9 1111 岡方第一小学校 94 93 87 43 41 58 71 57 69 47 62 65 94
10 1112 岡方第二小学校 62 64 63 45 29 43 54 45 54 32 48 52 64
11 1201 山の下小学校 55 54 50 46 36 51 54 60 54 41 50 50 60
12 1202 大形小学校 83 95 73 64 62 85 91 68 81 67 73 86 95
13 1203 中野山小学校 76 74 77 57 48 69 75 42 63 53 59 70 77
14 1204 木戸小学校 85 88 88 73 71 83 81 77 78 72 79 82 88
15 1205 東山の下小学校 102 101 80 77 71 86 101 58 87 67 82 92 102
16 1206 桃山小学校 155 141 136 104 83 130 155 159 160 97 127 149 160
17 1207 下山小学校 118 131 108 88 84 97 109 96 103 90 105 113 131
18 1208 牡丹山小学校 78 81 78 68 60 67 75 60 67 62 69 70 81
19 1209 東中野山小学校 181 173 161 123 95 138 182 158 170 100 152 168 182
20 1210 竹尾小学校 62 73 69 52 41 50 61 55 61 52 63 75 75
21 1211 南中野山小学校 78 74 73 67 66 77 78 65 69 66 79 80 80
22 1212 江南小学校 67 65 59 50 48 57 60 45 56 49 55 62 67
23 1301 浜浦小学校 136 136 117 80 57 110 133 125 119 68 94 116 136
24 1302 関屋小学校 73 78 72 48 43 52 61 41 62 48 67 64 78
25 1303 鏡淵小学校 69 62 62 49 41 57 62 44 64 54 58 65 69
26 1304 白山小学校 71 68 66 52 35 56 91 37 70 40 45 56 91
27 1305 新潟小学校 85 91 85 69 72 80 91 74 82 70 76 89 91
28 1306 日和山小学校 100 104 90 81 96 95 127 113 124 60 92 97 127
29 1310 万代長嶺小学校 133 116 104 88 68 94 127 105 120 80 94 116 133
30 1311 沼垂小学校 116 108 101 77 80 114 133 124 117 81 109 111 133
31 1312 山潟小学校 107 78 70 59 59 106 133 112 140 57 97 98 140
32 1313 上所小学校 82 79 74 57 62 74 92 71 79 61 70 75 92
33 1314 鳥屋野小学校 118 111 106 89 86 102 113 103 118 89 93 121 121
34 1315 笹口小学校 111 106 91 85 85 104 140 122 119 74 115 116 140
35 1316 女池小学校 158 155 143 126 92 156 167 143 174 105 135 150 174
36 1317 有明台小学校 78 83 84 63 45 77 86 64 88 51 90 104 104
37 1318 南万代小学校 89 89 82 69 66 66 77 76 83 74 71 78 89
38 1319 上山小学校 159 185 163 140 109 175 194 169 188 105 151 165 194
39 1320 桜が丘小学校 122 119 111 89 62 112 119 106 118 69 115 124 124
40 1321 紫竹山小学校 142 145 138 95 86 129 150 130 148 100 123 136 150
41 1401 丸山小学校 113 111 101 85 63 112 116 115 115 66 97 107 116
42 1402 大淵小学校 74 80 72 61 55 67 80 72 81 55 62 64 81
43 1403 曽野木小学校 126 125 104 67 57 83 102 97 116 68 92 108 126
44 1404 両川小学校 50 50 51 47 50 66 73 61 73 53 64 63 73
45 1406 東曽野木小学校 72 73 68 48 44 59 73 65 66 50 56 64 73
46 1407 横越小学校 107 107 91 63 62 92 104 83 87 70 72 94 107
47 1408 亀田小学校 94 91 88 50 49 73 108 28 90 40 67 81 108
48 1409 早通小学校 58 59 54 56 33 58 52 49 62 33 46 55 62
49 1410 亀田東小学校 101 91 80 78 62 79 88 80 84 62 56 54 101
50 1411 亀田西小学校 171 158 148 104 96 174 237 184 232 68 125 141 237
51 3201 東特別支援学校 105 103 97 73 68 79 87 61 79 64 69 85 105
52 3801 西特別支援学校 148 146 122 90 64 85 114 95 116 70 114 117 148

最大需要電力（kW）
【別紙２】新潟市立学校で使用する電力の供給（松浜小学校 外51校） 使用電力量および最大需要電力の実績値(令和7年1月～令和7年12月)



令和7年 令和7年 令和7年 令和7年 令和7年 令和7年 令和7年 令和7年 令和7年 令和7年 令和7年 令和7年
番号 学番 施設名 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

1 1101 松浜小学校 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
2 1102 南浜小学校 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
3 1103 太夫浜小学校 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
4 1104 濁川小学校 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
5 1105 葛塚小学校 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
6 1106 葛塚東小学校 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
7 1108 木崎小学校 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
8 1110 早通南小学校 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
9 1111 岡方第一小学校 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
10 1112 岡方第二小学校 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
11 1201 山の下小学校 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
12 1202 大形小学校 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
13 1203 中野山小学校 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
14 1204 木戸小学校 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
15 1205 東山の下小学校 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
16 1206 桃山小学校 100 99 100 100 100 99 100 100 99 100 100 100
17 1207 下山小学校 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
18 1208 牡丹山小学校 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
19 1209 東中野山小学校 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
20 1210 竹尾小学校 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
21 1211 南中野山小学校 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
22 1212 江南小学校 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
23 1301 浜浦小学校 100 100 100 100 100 100 99 100 100 100 100 100
24 1302 関屋小学校 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
25 1303 鏡淵小学校 100 100 100 100 100 99 99 100 99 99 100 100
26 1304 白山小学校 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
27 1305 新潟小学校 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
28 1306 日和山小学校 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
29 1310 万代長嶺小学校 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
30 1311 沼垂小学校 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
31 1312 山潟小学校 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
32 1313 上所小学校 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
33 1314 鳥屋野小学校 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
34 1315 笹口小学校 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
35 1316 女池小学校 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
36 1317 有明台小学校 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
37 1318 南万代小学校 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
38 1319 上山小学校 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
39 1320 桜が丘小学校 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
40 1321 紫竹山小学校 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
41 1401 丸山小学校 99 99 99 99 99 98 98 100 100 100 100 100
42 1402 大淵小学校 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
43 1403 曽野木小学校 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
44 1404 両川小学校 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
45 1406 東曽野木小学校 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
46 1407 横越小学校 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
47 1408 亀田小学校 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
48 1409 早通小学校 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
49 1410 亀田東小学校 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
50 1411 亀田西小学校 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
51 3201 東特別支援学校 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
52 3801 西特別支援学校 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

力率（％）
力率の実績値(令和7年1月～令和7年12月)【別紙２】新潟市立学校で使用する電力の供給（松浜小学校 外51校）



【別紙３】新潟市立学校で使用する電力の供給（松浜小学校 外51校）　　　予定契約電力および予定使用電力量
※毎年7月1日から9月30日までの期間を「夏季」とし、その他の期間を「その他季」とする。

番号 施設名 令和8年 令和8年 令和8年 令和8年 令和8年 令和8年 令和9年 令和9年 令和9年 令和9年 令和9年 令和9年

7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月

1 1101 松浜小学校 66 12,900 6,300 11,800 9,000 10,600 12,500 12,900 12,400 11,100 9,200 8,300 10,500 127,500 31,000 96,500

2 1102 南浜小学校 67 9,700 4,100 6,800 5,000 5,900 7,700 8,800 8,300 7,400 5,000 4,200 6,800 79,700 20,600 59,100

3 1103 太夫浜小学校 114 15,600 7,800 11,900 8,500 9,900 11,400 13,000 12,800 10,600 8,200 7,900 10,500 128,100 35,300 92,800

4 1104 濁川小学校 72 13,000 5,200 10,500 9,800 9,900 10,900 11,800 11,800 8,900 9,300 8,700 11,600 121,400 28,700 92,700

5 1105 葛塚小学校 221 22,400 10,200 19,500 14,600 18,200 25,500 34,400 28,900 19,700 16,500 13,800 18,800 242,500 52,100 190,400

6 1106 葛塚東小学校 107 22,100 12,100 16,900 15,400 16,200 18,000 19,800 18,400 16,900 14,300 13,600 19,400 203,100 51,100 152,000

7 1108 木崎小学校 140 18,100 8,300 14,700 10,200 11,500 16,400 21,500 18,800 14,400 10,800 9,300 15,300 169,300 41,100 128,200

8 1110 早通南小学校 215 32,900 15,200 26,600 17,400 21,200 27,100 31,800 28,200 20,200 16,200 15,000 21,000 272,800 74,700 198,100

9 1111 岡方第一小学校 94 11,900 6,600 9,400 8,300 9,600 11,000 12,000 11,300 11,400 91,500 27,900 63,600

10 1112 岡方第二小学校 64 8,400 4,800 7,100 5,500 7,000 8,000 8,300 7,800 8,300 65,200 20,300 44,900

11 1201 山の下小学校 60 12,100 6,300 9,500 7,900 8,600 9,000 10,400 9,800 9,000 7,900 7,200 11,500 109,200 27,900 81,300

12 1202 大形小学校 95 16,300 6,400 11,900 10,500 10,800 13,000 14,200 13,000 11,000 9,200 10,400 13,600 140,300 34,600 105,700

13 1203 中野山小学校 77 15,100 6,800 9,800 9,500 9,800 13,500 15,400 14,400 10,800 10,300 9,700 12,000 137,100 31,700 105,400

14 1204 木戸小学校 88 17,200 9,100 16,100 16,000 15,800 16,800 17,700 16,600 14,100 13,200 14,300 18,700 185,600 42,400 143,200

15 1205 東山の下小学校 102 18,400 7,400 14,600 12,900 13,300 15,300 16,700 15,700 11,900 11,400 11,600 17,100 166,300 40,400 125,900

16 1206 桃山小学校 160 24,800 10,600 21,900 16,300 17,800 22,000 26,900 23,800 17,300 13,900 12,900 18,900 227,100 57,300 169,800

17 1207 下山小学校 131 18,700 7,400 16,400 15,200 14,400 17,600 19,100 17,600 13,200 12,800 12,600 17,600 182,600 42,500 140,100

18 1208 牡丹山小学校 81 16,000 7,600 13,100 13,100 13,000 14,100 15,100 14,500 13,100 12,900 13,000 15,600 161,100 36,700 124,400

19 1209 東中野山小学校 182 28,200 10,400 24,200 16,800 18,800 25,000 27,000 26,100 19,300 16,300 14,800 23,200 250,100 62,800 187,300

20 1210 竹尾小学校 75 14,000 6,700 11,200 10,100 11,000 12,800 13,200 14,100 10,600 9,900 9,400 13,400 136,400 31,900 104,500

21 1211 南中野山小学校 80 20,300 12,500 17,400 17,100 16,500 17,400 17,700 17,100 15,800 15,300 15,500 19,700 202,300 50,200 152,100

22 1212 江南小学校 67 16,500 8,000 11,500 11,400 11,700 11,800 12,700 12,900 10,700 9,600 10,200 13,300 140,300 36,000 104,300

23 1301 浜浦小学校 136 22,500 9,100 16,300 11,900 14,100 16,900 21,200 19,200 15,600 11,500 10,400 15,900 184,600 47,900 136,700

24 1302 関屋小学校 78 12,300 5,700 8,800 8,300 8,900 10,200 10,700 9,900 9,600 8,200 7,400 8,300 108,300 26,800 81,500

25 1303 鏡淵小学校 69 14,000 9,600 13,200 11,100 9,100 9,500 10,700 10,600 8,900 7,600 8,000 11,600 123,900 36,800 87,100

26 1304 白山小学校 91 13,900 5,100 8,500 6,700 7,000 8,600 9,500 9,000 8,700 6,800 5,800 11,200 100,800 27,500 73,300

27 1305 新潟小学校 91 14,200 7,400 14,200 13,900 13,200 14,800 15,700 15,800 12,700 11,800 12,900 14,700 161,300 35,800 125,500

28 1306 日和山小学校 127 24,000 13,700 20,200 13,400 14,400 16,500 19,800 17,900 14,300 12,800 11,800 17,200 196,000 57,900 138,100

29 1310 万代長嶺小学校 133 25,700 13,900 19,100 14,000 17,600 20,000 21,900 19,800 17,600 14,600 12,800 17,900 214,900 58,700 156,200

30 1311 沼垂小学校 133 19,900 10,100 19,300 14,600 15,800 17,800 18,900 17,700 12,900 11,700 12,800 20,100 191,600 49,300 142,300

その他季

予定使用電力量（ｋＷｈ）予定契約
電力
（ｋＷ） 合計 夏季

令和9年3月31日閉校



【別紙３】新潟市立学校で使用する電力の供給（松浜小学校 外51校）　　　予定契約電力および予定使用電力量
※毎年7月1日から9月30日までの期間を「夏季」とし、その他の期間を「その他季」とする。

番号 施設名 令和8年 令和8年 令和8年 令和8年 令和8年 令和8年 令和9年 令和9年 令和9年 令和9年 令和9年 令和9年

7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月
その他季

予定使用電力量（ｋＷｈ）予定契約
電力
（ｋＷ） 合計 夏季

31 1312 山潟小学校 140 20,300 6,500 16,100 11,200 13,600 15,700 16,000 15,700 11,300 11,100 9,800 15,900 163,200 42,900 120,300

32 1313 上所小学校 92 16,800 10,200 13,200 11,800 11,600 13,100 14,700 13,600 10,800 11,100 10,900 15,100 152,900 40,200 112,700

33 1314 鳥屋野小学校 121 20,000 12,100 19,400 16,800 17,000 18,800 19,700 19,600 16,400 14,900 15,000 19,300 209,000 51,500 157,500

34 1315 笹口小学校 140 22,200 11,300 18,300 15,100 15,400 16,400 18,900 18,100 14,500 14,000 14,500 19,100 197,800 51,800 146,000

35 1316 女池小学校 174 27,500 8,100 23,000 16,500 18,300 22,100 23,700 23,800 18,800 15,600 14,600 22,200 234,200 58,600 175,600

36 1317 有明台小学校 104 17,300 5,700 12,200 10,400 11,900 14,300 15,700 14,800 11,800 9,200 8,900 11,600 143,800 35,200 108,600

37 1318 南万代小学校 89 15,400 11,500 19,300 17,700 13,700 14,600 15,500 14,200 14,100 13,500 13,500 14,400 177,400 46,200 131,200

38 1319 上山小学校 194 33,000 9,300 26,500 17,100 19,000 23,500 27,200 25,600 17,800 14,900 13,800 23,100 250,800 68,800 182,000

39 1320 桜が丘小学校 124 22,200 9,200 18,000 13,900 15,500 19,400 20,100 19,800 14,300 12,000 11,800 16,900 193,100 49,400 143,700

40 1321 紫竹山小学校 150 24,400 9,300 21,000 14,700 16,500 18,900 24,200 21,500 15,500 11,900 12,500 18,000 208,400 54,700 153,700

41 1401 丸山小学校 116 18,600 6,600 14,300 10,700 11,700 12,500 16,300 15,900 11,400 9,100 9,200 13,600 149,900 39,500 110,400

42 1402 大淵小学校 81 15,300 7,300 12,800 11,400 11,100 10,900 12,600 11,400 9,600 10,300 9,900 13,000 135,600 35,400 100,200

43 1403 曽野木小学校 126 16,000 6,800 13,900 10,000 12,100 14,300 18,600 17,100 12,700 8,500 8,700 11,800 150,500 36,700 113,800

44 1404 両川小学校 73 14,400 5,600 10,500 9,300 9,200 9,300 10,100 9,900 8,200 8,000 7,900 12,200 114,600 30,500 84,100

45 1406 東曽野木小学校 73 15,500 7,800 12,900 11,400 11,300 11,400 12,800 11,900 11,200 10,200 9,700 13,100 139,200 36,200 103,000

46 1407 横越小学校 107 21,900 8,600 16,200 14,100 13,800 15,300 16,000 15,500 14,000 12,500 13,000 18,300 179,200 46,700 132,500

47 1408 亀田小学校 108 17,600 5,500 11,500 9,000 10,200 12,600 14,600 13,400 11,300 8,500 8,000 13,200 135,400 34,600 100,800

48 1409 早通小学校 62 7,700 4,200 7,800 6,500 6,900 8,000 8,800 9,000 7,000 6,300 6,300 7,000 85,500 19,700 65,800

49 1410 亀田東小学校 101 18,300 7,500 14,300 12,900 10,200 10,900 13,600 12,100 13,000 11,700 11,500 15,900 151,900 40,100 111,800

50 1411 亀田西小学校 237 31,200 12,400 23,100 11,300 14,900 19,700 22,400 21,000 18,900 14,900 13,800 20,900 224,500 66,700 157,800

51 3201 東特別支援学校 105 22,800 13,000 17,700 16,600 16,500 19,200 24,900 22,500 19,900 15,800 16,000 19,200 224,100 53,500 170,600

52 3801 西特別支援学校 148 19,000 11,700 18,500 14,500 15,200 19,300 24,600 22,300 18,100 15,500 12,500 14,900 206,100 49,200 156,900

5,881 968,500 444,600 792,900 637,300 677,200 791,300 899,800 842,900 686,600 576,700 556,100 774,100 8,648,000 2,206,000 6,442,000合計



電力供給契約書 

 
新潟市（以下「甲」という。）と○○○（以下「乙」という。）は，「新潟市立学校で使用する電力の

供給（松浜小学校外５１校）」について次のとおり契約を締結する。 
 
 
１ 契約件名   新潟市立学校で使用する電力の供給（松浜小学校 外５１校） 
 
２ 契約期間   令和８年７月１日午前０時から 令和９年６月３０日午後１２時まで 
 
３ 供給場所   別表のとおり 
 
４ 供給内容   別紙仕様書のとおり 
 
５ 契約単価 
 
 
 
 
         ※上記において，「夏季」とは７月１日から９月３０日までの期間，「その他季」は

夏季以外の期間とする。 
         ※上記の各単価には，消費税及び地方消費税を含む。 
 
６ 契約保証金  新潟市契約規則第３３条及び第３４条の規定による。 
 
７ 特約条項   別紙「電力供給契約条項」のとおり 
 
８ その他    別紙仕様書のとおり 
 
 
 この契約を証するため，本書２通を作成し甲乙記名押印のうえ各自１通を保有する。 
 
令和８年  月  日 
 

甲   新潟市中央区学校町通１番町６０２番地１ 
新潟市 
代表者  新潟市長 中原 八一  印 

 
 
乙   住所 

氏名               印 
 

基本料金単価（円／ｋＷ）         円 

夏季電力量料金単価（円／ｋＷｈ）         円 

その他季電力量料金単価（円／ｋＷｈ）         円 



（別表）供給場所 
番号 学校名 所在地 備考 

1 松浜小学校 新潟市北区松浜３丁目１９番地１   
2 南浜小学校 新潟市北区島見町２０７８番地  
3 太夫浜小学校 新潟市北区太夫浜２０４５番地２  
4 濁川小学校 新潟市北区濁川２８４番地  
5 葛塚小学校 新潟市北区川西３丁目９番２４号  
6 葛塚東小学校 新潟市北区朝日町４丁目１番２号  
7 木崎小学校 新潟市北区木崎２９７３番地  
8 早通南小学校 新潟市北区須戸１丁目１番地１  
9 岡方第一小学校 新潟市北区長戸呂９８５番地 閉校に伴い令和 9 年 3 月

31 日までの供給 

10 岡方第二小学校 新潟市北区森下１２２３番地 閉校に伴い令和 9 年 3 月

31 日までの供給 

11 山の下小学校 新潟市東区山の下町８番５５号  
12 大形小学校 新潟市東区大形本町２丁目６番１号  
13 中野山小学校 新潟市東区中野山１丁目１番１号  
14 木戸小学校 新潟市東区中山４丁目１番１号  
15 東山の下小学校 新潟市東区藤見町１丁目２３番５７号  
16 桃山小学校 新潟市東区桃山町２丁目２０４番地  
17 下山小学校 新潟市東区太平２丁目１８番地  
18 牡丹山小学校 新潟市東区牡丹山６丁目１５番１号  
19 東中野山小学校 新潟市東区猿ケ馬場９番地  
20 竹尾小学校 新潟市東区竹尾２丁目１８番１号  
21 南中野山小学校 新潟市東区中野山８６３番地１  
22 江南小学校 新潟市東区江南５丁目１番１号  
23 浜浦小学校 新潟市中央区浜浦町１丁目１番地  
24 関屋小学校 新潟市中央区関屋下川原町２丁目６６４番地  
25 鏡淵小学校 新潟市中央区白山浦１丁目２０７番地の３  
26 白山小学校 新潟市中央区川端町１丁目１番地  
27 新潟小学校 新潟市中央区東大畑通１番町６７９番地  
28 日和山小学校 新潟市中央区栄町３丁目５９３０番地２  
29 万代長嶺小学校 新潟市中央区東万代町４番１号  
30 沼垂小学校 新潟市中央区鏡が岡５番５号  
31 山潟小学校 新潟市中央区弁天橋通３丁目３番１号  
32 上所小学校 新潟市中央区近江３丁目２番１号  
33 鳥屋野小学校 新潟市中央区美咲町２丁目４番７号  
34 笹口小学校 新潟市中央区笹口２番４７号  
35 女池小学校 新潟市中央区女池６丁目４番１号  
36 有明台小学校 新潟市中央区有明台４番１号  
37 南万代小学校 新潟市中央区幸西４丁目１番１号  
38 上山小学校 新潟市中央区女池上山 1 丁目１番２８号  
39 桜が丘小学校 新潟市中央区姥ヶ山６丁目１番２１号  
40 紫竹山小学校 新潟市中央区紫竹山１丁目１２番１号  
41 丸山小学校 新潟市江南区丸山３００番地  
42 大淵小学校 新潟市江南区大淵１７６０番地の１  
43 曽野木小学校 新潟市江南区天野２丁目７番１号  
44 両川小学校 新潟市江南区酒屋町６８７番地１  
45 東曽野木小学校 新潟市江南区鐘木２１４番地１  
46 横越小学校 新潟市江南区横越中央６丁目３番１号  
47 亀田小学校 新潟市江南区亀田新明町１丁目１番４６号  



48 早通小学校 新潟市江南区早通５丁目７番２号  
49 亀田東小学校 新潟市江南区亀田水道町３丁目２番４５号  
50 亀田西小学校 新潟市江南区亀田四ツ興野４丁目１番１号  
51 東特別支援学校 新潟市東区海老ケ瀬３１番地  
52 西特別支援学校 新潟市西蒲区堀山新田８８番地  

 



電力供給契約条項 
 
（目的） 
第１条 乙は，別紙仕様書に基づき，甲に対して甲が指定する施設で使用する電力を安定的に供給し，

甲は乙にその対価を支払うものとする。 
  
（契約保証金） 
第２条 新潟市契約規則第３３条及び第３４条の規定による。 
 
（権利義務の譲渡の禁止） 
第３条 乙は，この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡してはならない。 
 
（使用電力量の増減） 
第４条 甲の使用電力量は，仕様書に掲げる予定使用電力量を上回り，又は下回ることができる。 
 
（契約電力） 
第５条 各月の契約電力は，その１月の最大需要電力と前１１月の最大需要電力のうち，いずれか大

きい値とする。 
 
（計量及び検査） 
第６条 乙は原則として毎月１日に使用電力量を算定し，速やかに甲に報告して甲の指定する職員等

の検査を受けなければならない。 
 
（電気料金の算定） 
第７条 電気の使用に対する代金（以下「電気料金」とする。）の算定は，一月（前月の計量から当月

の計量までの期間をいう。）の使用電力量により行うものとする。 
 
（電気料金の支払） 
第８条 乙は，第６条に定められた検査に合格後，速やかに適法な請求書をもって各月毎に料金を請

求することができる。 
２ 前項の電気料金は，第５条に定める契約電力に契約書に定めた契約単価を乗じて得た額（ただし，

力率割引割増を行う場合は，力率割引割増をして得た額とする。）と当該月における使用電力量に契

約書に定めた契約単価を乗じて得た額（ただし，燃料費等調整を行う場合は，燃料費等調整額を加

え，又は差し引いて得た額とする。）に割引を合算した額（当該金額に１円未満の端数が生じた場合

は，その端数を切り捨てた金額とする。）とする。 
３ 甲は，第１項の請求書を受領したときは，その日から３０日以内に電気料金を乙に支払うものと

する。ただし，支払日による早収・遅収等の定めがある場合は，乙が定める電気供給条件等に基づ

き協議のうえ決定する。 
 
（契約の変更） 
第９条 この契約を締結した後において，経済事情の変化等により本契約に定める条件が不適当とな

ったと認められる場合は，甲乙協議のうえ，本契約の一部または全部を変更することができる。 
２ 前項の場合において，本契約に定める条項を変更する必要がある時は，書面により定めるものと

する。 
 
（燃料費等調整額等） 
第１０条 燃料費等調整額及び電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法

に基づく賦課金については，当該区域の旧一般電気事業者が一般需要家に適用する単価をもって算

出するものとする。 
 
（損害賠償の負担） 
第１１条 乙は，自己の責により電力供給の停止等のため甲に損害（第三者に及ぼした損害を含む。）



を与えたときは，その損害を賠償する責任を負わなければならない。 
２ 第三者の行為により電力供給の停止等を生じた場合において，甲が当該第三者に損害賠償の請求

をする時は，乙は，甲に協力するものとする。 
３ 第１項の規定による損害賠償の額は，甲乙協議のうえ，これを定めるものとする。 
 
（乙の責による契約の解除） 
第１２条 甲は，乙が次の各号のいずれかに該当する場合は，この契約を解除することができる。 
 (1) 契約の締結又は履行について，不正があった場合 
 (2) 天災，その他の不可抗力によらないで，電力の供給をする見込みがないと甲が認めた場合 
 (3) 乙が故意又は重大な過失により甲に損害を与えた場合 
 (4) 契約の相手方又はその代理人，支配人その他の使用人が甲の職員の監督又は検査に際してその

職務の執行又は指示を拒み，妨げ，又は忌避した場合 
 (5) 一般競争入札又は指名競争入札に参加する者に必要な資格その他の契約の相手方として必要

な資格を失った場合  
 (6) 役員等（乙が個人である場合はその者を，乙が法人である場合はその役員又はその支店若しく

は契約を締結する事務所の代表者をいう。以下同じ。）が暴力団員による不当な行為の防止等に関す

る法律（平成３年法律第７７号。以下「暴対法」という。）第２条第６項に規定する暴力団員（以下

「暴力団員」という。）又は同条第２号に規定する暴力団（以下「暴力団」という。）若しくは暴力

団員と社会的に非難されるべき関係を有する者であると認められる場合 

(7) 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められる場合 

(8) 役員等が自己，自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的を

もって，暴力団又は暴力団員を利用したと認められる場合 

(9) 役員等が，暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し，又は便宣を供与する等直接的又は積

極的に暴力団の維持又は運営に協力し，又は関与していると認められる場合 

(10) 乙がこの契約に係る下請契約，資材又は原材料の購入契約その他の契約に当たり，その相手

方が第７号から前号までのいずれかに該当することを知りながら，その相手方と契約を締結した

と認められる場合 

(11) 乙がこの契約に関して第７号から第１０号までのいずれかに該当する者を，下請契約，資材

又は原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合（前号に該当する場合を除く。）であ

って，甲が乙に対して当該契約の解除を求め，乙がこれに従わなかったとき。 

(12) 前各号に掲げる場合のほか，この契約に違反し，その違反により契約の目的を達することが

できないと認められる場合 
２ 乙は，第１項の規定による契約の解除により損害を受けた場合は，甲に対してその損失の補償を

求めることができない。 
 
（談合その他不正行為による解除） 

第１３条 甲は，乙がこの契約に関して，次の各号のいずれかに該当したときは，この契約を解除

することができる。 
⑴ 公正取引委員会が，乙に違反行為があったとして私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する

法律（昭和２２年法律第５４号。以下「独占禁止法」という。）第４９条第１項に規定する排除

措置命令，独占禁止法第６２条第１項に規定する納付命令が確定したとき（独占禁止法第７７条

第１項の規定により，当該処分の取消しの訴えが提起されたときを除く。）。 
⑵ 乙が独占禁止法第７７条第１項の規定により前号の処分の取り消しの訴えを提起し，当該訴え

について棄却又は却下の判決が確定した場合 
⑶ 乙（乙が法人の場合にあっては，その役員又はその使用人）について刑法（明治４０年法律第

４５号）第９６条の６又は同法第１９８条の規定による刑が確定したとき。 
２ 乙は，前項の規定による契約の解除により損害を受けた場合は，甲に対してその損害を請求で

きないものとする。 
 

（解除に伴う措置） 
第１４条 甲が第１２条第１項及び第１３条第１項の規定により契約を解除した場合，乙は当該契約

の解除があった日から契約期間の満了日までの期間に対応する予定数量を基にして，第１０条第２項



の規定により計算して得た額の１００分の１０に相当する額以上を違約金として甲の指定する期間内

に支払わなければならない。 
２ 第１項の規定は，甲に生じた損害の額が同項の違約金の額を超える場合において，その超える分

につき甲が乙に請求することを妨げるものではない。 
 
（賠償額の予定） 
第１５条 乙は，この契約に関して第１３条第１項各号のいずれかに該当するときは，業務の履行の前

後及び甲が契約を解除するか否かにかかわらず，契約金額（入札告示において示した予定数量に契

約単価を乗じて得た金額）の１００分の２０に相当する額の賠償金を支払わなければならない。た

だし，次の各号のいずれかに該当する場合は，賠償金の支払を免除する。この業務が完了した後も

同様とする。 
(1)  第１３条第１項第１号及び第２号に掲げる場合において，処分の対象となる行為が，独占禁止

法第２条第９項に基づく不公正な取引方法（昭和５７年６月１８日公正取引委員会告示第１５号）

第６項で規定する不当廉売に該当する場合その他甲が特に認めるとき。 
(2)  第１３条第１項第３号に掲げる場合において，刑法第１９８条の規定による刑が確定したとき。 

２ 前項の規定は，甲に生じた損害の額が同項の賠償金の額を超える場合において，その超える分に

つき甲が乙に請求することを妨げるものではない。 
３ 前２項の場合において，乙が共同企業体，コンソーシアム等であり，既に解散されているときは，

甲は，乙の代表者であった者又は構成員であった者に賠償金の支払を請求することができる。この

場合において，乙の代表者であった者及び構成員であった者は，共同連帯して前２項の額を甲に支

払わなければならない。 
 
（契約義務の未履行による損害賠償） 
第１６条 乙は，この契約に定める義務を履行しないために甲に損害を与えたときは，その損害に相

当する金額を損害賠償金として甲に支払わなければならない。 
 
（天災による履行不能） 
第１７条 天災その他不可抗力によって業務上の損害が認められる場合において，乙が善良なる管理

者としての注意義務を怠らなかったと認められるときは，甲はその損害の全部又は一部を負担する

ものとする。その負担額は，甲乙協議の上定める。 
 
（危険負担） 
第１８条 業務を開始する前に生じた損害は，甲の責めに帰すべき事由による場合を除き，乙の負担

とする。 
 
（秘密の厳守） 
第１９条 乙は，この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。この契約が終了し，

又は解除された後も同様とする。 
 
（個人情報の保護） 
第２０条 乙は，この契約による業務を履行するための個人情報（個人に関する情報であって，特定

の個人が識別され，又は識別され得るものをいう。）がある場合は，その保護の重要性を認識し，個

人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号）及び新潟市個人情報保護条例（平成１３年

新潟市条例第４号）を遵守し，個人の権利及び利益を侵害することがないよう，個人情報を適正に

取り扱わなければならない。 
 
（費用の負担） 
第２１条 この契約の締結に要する一切の費用は乙の負担とする。 
 
（法令の遵守） 
第２２条 この契約の履行に関して，甲乙は関係法令を遵守するものとする。なお，乙は関係監督機

関から処分又は指導等を受けた場合は，速やかに書面により甲に報告しなければならない。 



 
（暴力団等からの不当介入等に対する措置） 
第２３条 乙は，この契約の履行に当たり反社会的勢力から不当な介入（契約の適正な履行を妨げる

ことをいう。）又は不当な要求（事実関係及び社会通念に照らして合理的な事由が認められない不当

又は違法な要求をいう。）（以下これらを「不当介入等」という。）を受けたときは，直ちに甲に報告

するとともに警察に届け出なければならない。 
２ 甲は，乙が不当介入等を受けたことによりこの契約の履行について遅延が発生するおそれがある

と認めるときは，甲乙協議の上，履行期限の延長その他の措置をとるものとする。 
 
（合意管轄裁判所） 
第２４条 この契約にかかる訴訟については，甲の所在地を管轄する裁判所をもって合意による専属

的管轄裁判所とする。 
 
（疑義等の決定） 
第２５条 この契約について疑義が生じたとき又はこの契約に定めのない事項については，甲乙協議

の上決定するものとする。 
 


